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「人間と野生生物にかかわるコンフリクト」と「共存」を考える 
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1. 日本で社会問題化するクマの大量出没 
2025 年、クマ類の出没とそれに伴う人身事故の情報が、マスメディアで連日、しかも全

国的に報道され、SNS でもさかんに拡散された。「緊急銃猟／クマ被害」が 2025 年の新語・

流行語大賞のトップ 10 に選出されたほどである1。日本政府も、ついに閣僚レベルの対策

会議を開いて、国として対処を強化する姿勢をアピールするに至った2。2026 年 4 月、冬

眠明けのクマとの接触による人身事故が早くも報じられている3。こうして、大型哺乳類を

中心とした野生生物と人間の生活の場が空間的に重なり合うこと、それに伴う身の安全の

問題が、大都市圏を除く日本全体でより身近に感じられるようになった。それはある種の

社会不安であり、野生動物との接触による人身事故は、社会問題の一つとして今後定着し

ていくであろう。 

クマの大量出没とそれに伴う人身事故の多発、それが社会問題化していく現象は、野生

生物保全の文脈で語られる「人間と野生生物にかかわるコンフリクト」Human-wildlife 

Conflict (HWC)ととらえられる。この Conflict は、「軋轢」と訳されることが多く、その当

事者は、問題となっている野生生物それ自体と、その行動等によって直接的な悪影響を受

けた人間集団の二者であるととらえられる向きがあった。しかし、そのような見方をする

と、この「人間と野生生物にかかわるコンフリクト」という社会問題の本質が、実は人間

集団間に起きる対立にあることが見失われてしまう。また、野生生物保全の観点からも、

人間か、野生生物かという二者択一の誤った図式化を連想させ、保全への社会的支持を後

退させるおそれがある。後述のとおり、コンフリクトの当事者は、それぞれが異なる人々
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の集団なのである。 

 JTEF は、その設立以来、インドのトラとゾウの保全活動の一環として、それらの野生

動物とその生息域内に暮らす地域コミュニティにかかわるコンフリクトを常に意識させら

れてきた。以下では、人間と野生生物にかかわるコンフリクト、さらには野生生物との「共

存」ついて改めて考えてみたい。 

 

2. 想像を絶するアジアゾウにかかわる「コンフリクト」 
アジアゾウは種として絶滅のおそれが非常に高く（IUCN レッドリストで “EN”に選定）、

多くの生息国で将来の生存が危ぶまれている状況である。それにもかかわらず、ほとんど

の国でゾウの存在と行動によって人間のニーズが直接的・継続的に脅かされる状況があり、

それが地域コミュニティのレベルから中央政府レベルにわたる人間集団間の対立・紛争を

引き起こしている。 

その背景にあるのは、アジアゾウ生息国において高水準で維持され、あるいは依然増加

し続ける人口と、旺盛な経済開発である。これを受けた鉄道、道路、ダム等のインフラ整

備、人口圧力に伴う居住地確保のための入植拡大、食糧確保のための農業開発などがゾウ

生息地の消失・分断・かく乱をもたらし、人間活動との接触の拡大を余儀なくさせている。 

例えば、2023 年に開催された第 11 回 IUCN/SSC アジアゾウ専門家グループ会合におけ

るインド政府の発表によると、近年のゾウとの接触による死者数は年間 500 名前後にのぼ

る。また、毎年 500 万世帯が耕作する 100 万ヘクタールの農地がゾウの影響を受けている

という。 

 
ゾウによる人身事故に端を発して人間集団の間に起きた対立は、社会の分断を危惧させ

る紛争にまで発展することがある。2024 年に南インドのケララ州ワヤナード県にみられた

例では、相次いで起きたゾウによる人身事故に端を発して、農村部の人々への行政の向き

合い方、地位の低い公務員など身分が不安定な低賃金労働者のための社会保障制度の劣悪

さ等に対する不満が爆発した。都市部の物言う人々は、権力者たちの怠慢・無責任一般に

対して怒りの抗議行動を起こした。隣接する 2 つの州政府は、人身事故発生に関するお互

いの責任のなすり合いとも見える非難合戦を行った。さらには、国政レベルの政治的な権

力闘争のためにこの件が利用され、人間とゾウの共存のために何をなすべきかという本題

を置き去りにして事態はエスカレートしていった。 
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3. コンフリクトの当事者は「野生生物」ではない 
「コンフリクト」を定義する  

国際自然保護連合（IUCN）種の保存委員会（SSC）に属する「人間と野生生物にかかわ

るコンフリクトおよび共存 専門家グループ」がまとめたガイドライン（IUCN（2023））4で

は、「人間と野生生物にかかわるコンフリクト」を以下のように定義している。 

「野生生物の存在または行動が、人間の利益またはニーズに対して、実在のまたは実

在すると認識されている直接的かつ反復的な脅威をもたらし、それが人々の集団間の

対立および人間と野生生物の一方もしくは両方に対する悪影響を引き起こすときに立

ち現れる紛争」 

このように、「コンフリクト」は人間と野生生物との間の相互作用に端を発する人間社

会内部ないし人間集団間の現象を指す。世界各地で異なる民族、宗教、言語等を持つ集団

間で起きているものと同じ意味で「紛争」と訳するのが適切であろう。 

コンフリクトの管理は、生物多様性保全の課題であるとともに、人間開発の課題  

人間と野生生物の共存を目指す地域レベルの保全の現場では、このようなコンフリクト

を放置しておいては、野生生物に及ぶ悪影響（合法・非合法を含む捕殺、地域コミュニテ

ィが占有する土地からの排除等）を止めることができないと認識されている。その意味で、

コンフリクトの管理は、生物多様性保全上の課題である。だが、それは同時に「人間開発」

の課題でもある。「人間開発」とは、健康で長生きすること、知的欲求が満たされること、

一定水準の生活に必要な経済手段の確保等、人が自らの意思に基づいて人生の選択と機会

を増やしていくことをいう（国連開発計画）5。人間開発が怠られると、人々は自分たちの

社会的ニーズに対する野生生物からの脅威を許容する寛容さをますます失い、接点のある

他の人間集団との対立も深刻化するおそれがある。 

コンフリクトの発展段階  

人間と野生生物にかかわるコンフリクトには 3 つの発展段階が認められる。第 1 は、表

層レベルのいさかいである。農作物、家畜、建物等の財産上の損害、人身事故などが顕在

化している状態である。第 2 は、根の深い紛争である。被害をめぐる問題が未解決で被害

者から行政等への抗議が続いているなど、人間集団間の緊張が継続している状態である。

第 3 は、根本的な分断である。特定の人間集団が、その社会的アイデンティティや価値観

を他の人間集団によって脅かされていると認識し、そのことが長年に及ぶ集団間の不信感

と結びついてしまっている状態である。IUCN（2023）をとりまとめた主著者は6、今日の

世界でみられるコンフリクト管理の戦略のほとんどは、第 1 レベルの状態（被害の表層的

顕在化）に目が行き過ぎて、被害の軽減策のみに焦点を当てていること、他方、（それが持

続可能な野生生物との共存を達成するために必須であるにもかかわらず）第 2 段階以降に

発展してしまっているコンフリクトを管理するための措置が怠られがちであること、被害

軽減のための措置とコンフリクトの管理は、協調させた上で設計・管理する必要があるこ

と等を指摘している。 

 

4. 北東インドにおける人間とゾウの共存を目指す保全活動 
トラ・ゾウ保護基金（JTEF）は、2008 年から 2018 年にかけて、インドの NGO である

インド野生生物トラスト Wildlife Trust of India (WTI)に協力して、ゾウの保全プロジェクト

を手がけた。プロジェクトの実施場所は、北東インドのアッサム州カルビ・アングロン自

治県（KAAD）である。 
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プロジェクト実施地の特徴  

カルビ・アングロンは、ブラマプトラ川を挟んで北のヒマラヤ山麓の氾濫原と向かい合

う台地上の丘陵地帯である。中・大型哺乳類では、アジアゾウのほか、トラ、ヒョウ、ウ

ンピョウ、ツキノワグマ、シロテテナガザル等が生息する生物多様性豊かな地域である。

インドサイの一大生息地であることやトラの生息密度の高さでよく知られ、ブラマプトラ

川氾濫原に位置するカジランガ国立公園と隣接、ブラマプトラの氾濫時には、シカ類やゾ

ウなど大型哺乳類の避難地ともなる。 

 
モンスーン期にはブラマプトラ川の氾濫原に位置するカジランガ国立公園の多くの部分が水没する。  

（写真は WTI） 
 

カルビ・アングロンの約 100 万人の人口（2011 年当時）は、カルビ族を中心とする先

住民族が大半を占める。農業特に米作が主要な生計手段で、耕作の形態は多様だが、水田

に適さない場所では伝統的な焼畑も盛んに行われていた。 

独自の文化、伝統、そして共通の生活様式を持つカルビ族は、過去数十年にわたって自

治を求める運動を展開しており、それが大きな政治問題となっていた。その根底には、ア

ッサム州政府および「平野」の民（アッサム語を話すアッサム人）による差別と抑圧に対

する、「丘陵」の民（先住民族コミュニティ）の長年にわたる憤りと不満がある。 

プロジェクトの目標  

WTI と JTEF によるプロジェクトの目標は、「ゾウ存続のための生息地およびコリドー

（動物の生息地間の移動を加速する線状の植生帯）の確保とゾウにかかわるコンフリクト

の管理を通じて、地域コミュニティとゾウの共存をはかること」であった。 

最初に手がけたゾウの移動経路および保全活動を展開すべきホットスポットの調査の

結果、プロジェクトの実施場所として選ばれたのが、水田荒らしと人身事故が相次ぐ水田

地帯：チョーキホラ地区である。WTI と JTEF は、チョーキホラ地区の水田地帯にある 12

の村で、地域コミュニティとアッサム州森林局との意見交換会を企画、実施した。その際、

WTI と JTEF が地域コミュニティに伝えようとしたメッセージは、次のとおりであった。 

・ゾウにかかわる農作物被害や人身事故を防止するためには、住民が主体となりつつ、

現場の森林局スタッフが十分なサポートを行なう必要があること 
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・WTI と JTEF が村の暮らしの向上を大切に考えていること 

・森に過剰なストレスを与えないことが、将来に向けた暮らしの安定につながること 

短期的対策：電気柵整備等による被害軽減  

短期的な対策として採用したのは、被害軽減策としてのゾウ侵入防止用電気柵の導入と、

その補完策であった。WTI と JTEF が設置し、当初運用した電気柵は、間もなく各村の代

表者から成る委員会に移管され、以降は、地域コミュニティが独立して電気柵を管理して

いくこととなった。 

  
（左）「電気柵管理委員会」の設立を正式に承認した地域住民委員会。（右）電気柵の管理者が地域コミ

ュニティによる委員会にあることを示す看板。ロゴは、左からアッサム州森林局、WTI、JTEF。  

 

電気柵設置 2年後から 6年後までの間の死亡事故は 1件にとどまり、ゾウにかかわる様々

な被害が報告された件数も減少した。 

電気柵による被害防止策と並行して、ゾウとの遭遇の際に「やるべきこと」「やっては

いけないこと」について地域コミュニティに理解を深めてもらう取組み、「米には米を」

すなわち被害を受けた世帯へ「お見舞い」として米を贈るプロジェクトなども実施した。

これらの活動は、地域コミュニティと森林局や NGO との良好な関係を深め、何らかの被

害が発生したとしてもそれを契機にコンフリクトが高まらないよう管理する方策として効

果を発揮した。 

中長期的対策：ゾウのためのコリドー確保  

中長期的なコンフリクトの管理策の柱になったのは、ゾウの保全策そのものである「コ

リドー」の確保であった。調査の結果、ゾウは、北側の森林帯から南下し、東側、西側の

森林帯に向かって移動して行く。西側方面への移動に使う森林が保護地域に指定されてお

らず、コリドーとして確保するための措置が必要となる部分である。短期的対策を実行し

ていた水田地帯は、まさに上記北側森林帯に隣接し、ゾウはそこから水田地帯に頻繁に出

没していたのである。この出没を防ぎつつ、ゾウが使いやすいように上記のコリドーを確

保できれば、チョーキホラにおけるコンフリクトを管理しつつ、中長期的にゾウの移動を

保障できる。 
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コリドー内にあった焼畑農業村落が移転を決断  

ところが、このコリドーを確保するうえで大きな障害があることが判明した。コリドー

内に住み着いて、焼畑耕作で生計を立てている村の存在である。この村は、限られた場所

で短期に伐採・火入れを繰り返して土地は痩せさせ、そこで得られたささやかな実りの多

くはゾウに食べられてしまうという悪循環に陥っていた。客観的には、村がコリドー外へ

移転する以外に解決策はないと考えられた。しかし、焼畑耕作に生計を頼る先住民の置か

れた社会的な位置とそれに対する彼らの不満を考えると、安易な移転の提案は取り返しの

つかないコンフリクトを引き起こすおそれがあると懸念された。 

 
（左）森林帯を背にしたラム・テラン村（2012 年）。（右）ラム・テラン村の子どもたち。  

青矢印は、ゾウが（カジランガ国立公園方面から）ナンボル・ダイグルン野生生物保護区（ビジュリ国
有林）を通り、ガランパニ野生生物保護区・ナンボル野生生物保護区またはカラパハルの森へ移動する
経路を示す。3 つの森林帯が交差する箇所から西のカラパハルへ向かう植生帯がカラパハル・ダイグル
ン  ゾウ  コリドーである。赤線は、ビジュリ国有林とチョーキホラ地区水田地帯の境界に設置された電
気柵の配置を示す。赤矢印は、ゾウが移動途中に水田地帯に出没しようとすることを示している。  
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そこで取り組んだのが、村の開発ニーズに基づいた人間開発および経済開発を目的とす

る「マイクロ・プラン」を、地域コミュニティ参加のもとに立案、実施することだった。

特に最優先としたのが医療・保健衛生サービスの提供で、「1 日健康診断」会場を村に特

設したりした。このサービスは、近隣の村の人々にも提供している。ねたみによる地域コ

ミュニティ間のコンフリクトを防ぐためである。こうして、WTI・JTEF と地域コミュニテ

ィとの間に信頼関係が築かれる中、村の側から、定住する場所と水稲耕作のための農地が

提供されるのであれば、コリドー外に移転したいという希望が出されるようになった。州

当局による土地およびその利用権限の付与、予算の確保もやがて整い、村の移転が実現す

る。その後も、WTI・JTEF は焼畑から水稲耕作への転換のための技術支援など、移転後の

生活の安定をはかるプログラムも実施した。 

ゾウの保全に欠かせない中長期的なコンフリクト管理  

インドのアッサム州カルビ・アングロン自治県における事例は、中長期的に地域コミュ

ニティとゾウ個体群の共存をはかるうえで必要となる具体的アクションの一例を示してい

る。そこでは、ゾウによる人身事故・農作物被害の低減だけでなく、それに端を発する人

間集団間のコンフリクトの中長期的な管理が重要な要素となっていた。すなわち、ランド

スケープ（複数のタイプの群集（ある地域内で相互作用に結ばれて生活する生物種のすべ

て）を含む空間）を人間とゾウが共有できるようにしつつ、中長期的なコンフリクトを管

理するため、ゾウの生息地間移動のためのコリドー確保に加えて、地域コミュニティの主

体的な参加のもとに人間開発の分野に属する支援活動も行ったのである。 

 

5. 人間と野生生物にかかわるコンフリクトの今後 
クマにかかわるコンフリクトは未だ表層レベル？  

インドにおけるコンフリクトが、しばしば根の深い紛争となっていることと比較すると、

日本で顕在化しつつある人間とクマにかかわるコンフリクトは、今後の深刻化が懸念され

る段階にあると言えるかもしれない。日本のクマ類については、インドのゾウやトラと異

なり、捕殺に対する法令上のしばりは極めて緩い。また、少なくとも「市街地に現れたク

マを駆除せざるを得ない」ことについては、クマが出没するエリアに暮らす人か、そこか

ら離れた大都市圏の人かを問わず、また動物の命に関する考え方の違いを問わず、日本に

住む多くの人々がやむを得ないと考えていると想像される。こうしたことから、人々の集

団間での根の深い紛争は、一部顕在化しているものの7未だ限定的だと思われる。しかし、

そうなっているのは、現在行政が出没するクマを捕殺するという緊急的・短期的な対処法

に注力し、被害の発生している地域の人々もそこに意識を集中させざるを得ない状況にと

どまっているからだとも言える。 

大量出没に向けた中長期的対策に乗り出したとき、根深いコンフリクトが顕在化する  

現在の日本におけるクマ類の大量出没と人身事故の深刻化は、人口の増加・高止まりお

よび土地利用の稠密化が進行する中で野生生物にかかわるコンフリクトが高まっているイ

ンド等とは事情が異なる。クマの生息域を含む地域の人口減少・高齢化、それに伴う第一

次産業の衰退に伴って発生している現象である8。近年、クマ類の大量出没が著しい東北地

方等では特に、人口減少・高齢化が確実に、しかもかなりのスピードで進行中である。そ

れに伴って、クマが中山間地域に定着し、そこを足場に市街地へ行動圏を広げている。政

府が施策の中心に据えるクマの個体群管理（その手段は、ほぼ捕殺ということになる。）9に

よって（地域個体群を絶滅させない範囲で）クマの数を減らしても、期待どおりの被害抑
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止効果があがらないことが今後明らかになってくる可能性がある。いったん農地等に依存

するクマの割合が高くなってしまうと、個体群密度が下がっても、それと比例して被害が

減少するわけではないからである10。そうなれば、市街地における緊急的・短期的対策は

ますます強化を迫られるが、急激な人口減少に直面している市町村では、その担い手とな

る人材の確保は難しくなる一方である。先端技術の導入によってその点を全面的にカバー

できると楽観するわけにもいかないだろう。 

こうしたことから、中長期的な人間とクマにかかわるコンフリクトへの対策は、クマの

生息域に含まれ、人口減少・高齢化の最前線となる中山間地域における土地利用のあり方

に切り込むものとならざるを得ない11。その際、地域コミュニティのアイデンティティ、

価値観、従来からの権力格差、社会正義をめぐる厳しい対立が生じ得る。地方からは、政

策決定者に対して、「地域創生」などと言いながら地域を見捨てるのかという反発が起きる

一方、都市部からは不可避的に消滅していく地域コミュニティを延命させるためのコスト

負担には納得できないという声があがるかもしれない。また、離れざるを得なくなった所

有土地に関する損失補償など法律上の紛争も起きるだろう。まさに難題が難題を呼ぶ状況

であるが、それでも避けては通れないことである。 

コンフリクトをポジティブにとらえる  

 IUCN（2023）は、「コンフリクトは必ずしもネガティブなものではない」と言う。対立

は変化をもたらすからである。つまり、コンフリクトは対話を促し、行動を促し、悪い状

況を解決または改善する、前向きな機会となり得る。適切に対処すれば、人間と野生生物

にかかわるコンフリクトは、根底にある緊張と不平等を見つめ直させ、福祉、開発、そし

て保全の向上に向けて人々が協力することを促すというのである。 

考えてみれば、日本の人間とクマにかかわるコンフリクトは、地方の高齢化・人口減少

がもたらす現象の一部に過ぎない。上下水道、道路、公共交通、医療・福祉サービスなど、

これまで当然のように享受されてきた社会インフラ・行政サービスの維持、買物、医療・

介護、交通・物流等の民間サービス、これらに関わる人材の確保が大きく揺るがされつつ

ある12。現場の自然災害への対応能力に甚大な影響が及ぶことも必至である。既に述べた

とおり、人間と野生生物に関わるコンフリクトの管理は保全の課題でもあるが、住民の基

本的な生活を支える人間開発課題の一部を成す。政策決定者は、「人間と野生生物にかかわ

るコンフリクト管理は、人口減少社会における人間開発上の重要課題」という明確な認識

の下、政策上の優先度をさらにあげ、地域コミュニティとの対話を深めて周到に措置して

いく必要がある。 

人間と野生生物の「共存」  

コンフリクトの管理に取り組む際、それが深刻化しているランドスケープで人間と野生

生物の「共存」はあり得るのか、そもそも「共存」とは何を意味するのか等の疑問が生じ

るかもしれない。 

人間が地球上のランドスケープを圧倒的に優占する状況下で野生生物種が生き残る道

は、生息地を含むランドスケープとその内部の自然資源を人間と共有すること以外にはな

い13。その成否は、人間社会による「どの程度共有するか」の選択にかかっており、その

選択は、利害関係を有する多様な人間集団の間で合意されるか、少なくとも合意に向けた

協力が期待できるものでなければならない。 

このように、人間と野生生物の「共存」は、生息地を含むランドスケープとその内部の

自然資源を共有する一定の状態を意味するものとはいえる。ただし、「どの程度共有するか」
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を含めて広く合意された定義を求めるのではなく、より柔軟な概念として活用すべきだと

いうのが IUCN（2023）の考え方である。確かに、「このケースでは『共存』はできる／で

きない」という結論が出てしまうような定義を固定することは、保全の現場にとって有害

無益といえる（「共存はできない」と結論した後、どうするのか？という話である）。 

また、IUCN（2023）のいうように、「共存」概念は、コンフリクトが存在しないことを

意味すべきものでもないし、その端緒となる人身事故や農作物被害のような人間に対する

脅威が一掃されるよう要求するものと考えるべきでもない。重要なのは、関係する人間集

団によるコンフリクトに関する理解が深まり、それを管理ないし許容できる状況に持って

いく手順が共有されることである。 

以上のことから、「共存」は、「野生生物の存在と行動によって直接影響を受ける地域コ

ミュニティを中心とするステークホルダーらが、個体群の存続がかかっている野生生物の

立場に配慮して、ランドスケープの共有のあり方を模索するプロセスを踏んでいる状況」

を意味すると考えたい。「共存」は、生物多様性保全のビジョンとして、各ステークホルダ

ーにとっての希望の言葉となるべきである。 

生物多様性国家戦略 2023-203014には、生物多様性基本法の規定に由来する「自然と共

生する社会」のほか、「個体群と地域社会との将来にわたる共存」などの表現が見られるが、

それらの意味も以上の文脈で理解されるべきであろう。 
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